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承認第 １号  専決処分の承認を求めることについて  

（令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第５号）） 

承認第 ２号  専決処分の承認を求めることについて 

          （令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第４号）） 

承認第 ３号  専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度坂祝町水道事業会計補正予算（第３号））

承認第 ４号  専決処分の承認を求めることについて 

（令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第６号）） 

議案第 １号  坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部

を改正する条例について 
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議案第 ３号  坂祝町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について 

議案第 ４号  坂祝町印鑑条例の一部を改正する条例について 

議案第 ５号  坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金徴収条例の一部を改正する条例

について 

議案第 ６号  令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第７号）について 

議案第 ７号  令和７年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 

議案第 ８号  令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第５号）について 

議案第 ９号  令和７年度坂祝町水道事業会計補正予算（第４号）について 

議案第１０号  令和８年度坂祝町一般会計予算について 

議案第１１号  令和８年度坂祝町国民健康保険特別会計予算について 

議案第１２号  令和８年度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第１３号  令和８年度坂祝町介護保険特別会計予算について 

議案第１４号  令和８年度坂祝町水道事業会計予算について 

議案第１５号  令和８年度坂祝町下水道事業会計予算について 

議案第１６号  工事請負変更契約の締結について 

議案第１７号  坂祝町と美濃加茂市との間の学校腎臓検診事務の委託について 

同意第 １号  坂祝町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

同意第 ２号  人権擁護委員の推薦につき同意を求めることについて



承認第１号

   専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第５号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求め

る。

  令和８年３月２日 提出

坂祝町長  伊 藤 敬 宏
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専決処分事項 

（専決第１号） 

   令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第５号） 

専決処分日 

令和８年１月１９日 

処分理由 

 令和７年１２月に成立した国の令和７年度補正予算において、物価高騰対応重点支

援地方創生臨時交付金の配分が決定され、推奨事業メニューの活用と令和 7年度物価

高対応子育て応援手当について、国から可能な限り早い実施を求められております。 

 駅前整備事業において、当初の計画から約６ヶ月の完成遅延が見込まれており、地

元住民や議会から駅前にトイレを設置してほしいとの強い要望があり、現状の課題解

決のためには仮設トイレの整備を行う必要があります。

 ふるさと納税推進事業において、１２月に想定を超える大幅な寄附を得ることがで

き、寄附の割合に応じて返礼や事務にかかる経費も１月以降に順次追加支払いが必要

となります。

 重層的支援体制整備事業として実施することとなる包括支援センター運営事業、地

域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター事業）

に係る事業費等について、これまで介護保険特別会計で予算執行を行ってきましたが、

社会福祉法に基づき予算執行をすることから、一般会計において、予算計上の必要が

あります。 

上記の理由により、各事業を執行するための経費等の予算計上にあたり、議会を招

集する時間的な余裕がないことが明らかであると判断し、専決処分するものです。 
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承認第２号

   専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第４号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求め

る。

  令和８年３月２日 提出

坂祝町長  伊 藤 敬 宏
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専決処分事項 

（専決第２号） 

   令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

専決処分日 

令和８年１月１９日 

処分理由 

社会福祉法第１０６条の１０により、重層的支援体制整備事業として実施すること

となる包括支援センター運営事業、地域介護予防活動支援事業、生活支援体制整備事

業（生活支援コーディネーター事業）に係る事業費のうち、保険料負担相当分につい

て介護保険事業特別会計から、一般会計に繰り入れが必要であり、可能な限り早い実

施を求められており、各事業を執行するための経費等の予算計上にあたり、議会を招

集する時間的な余裕がないことが明らかであると判断し、専決処分するものです。 
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承認第３号

   専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度坂祝町水道事業会計補正予算（第３号））

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求め

る。

  令和８年３月２日 提出

坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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専決処分事項 

（専決第３号） 

   令和７年度坂祝町水道事業会計補正予算（第３号）について 

専決処分日 

令和８年１月１９日 

処分理由 

令和７年１２月に成立した国の令和７年度補正予算において、物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金の配分が決定され、推奨事業メニューの活用について、国

から可能な限り早い実施を求められており、事業を執行するための経費等の予算計

上にあたり、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると判断し、専決

処分するものです。 
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承認第４号

   専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第６号）） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処分したので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求め

る。

  令和８年３月２日 提出

坂祝町長  伊 藤 敬 宏
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専決処分事項 

（専決第４号） 

   令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第６号） 

専決処分日 

令和８年１月２６日 

処分理由 

 令和８年２月８日執行第５１回衆議院議員総選挙、第２７回最高裁判所裁判官国民

審査、及び令和８年３月に執行予定の岐阜県議会議員補欠選挙を執行するための経費

の予算計上にあたり、議会を招集する時間的な余裕がないことが明らかであると判断

し、専決処分するものです。 
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議案第１号 

   坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改

正する条例について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町議

会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正するものとす

る。 

  令和８年３月２日 提出 

坂祝町長 伊 藤 敬 宏 

   提 案 理 由 

坂祝町特別職報酬等審議会条例により諮問された、坂祝町議会議員議会運営委長

の議員報酬について答申が出されたことに伴って、議員報酬月額を改定するもので

す。 
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坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改 

正する条例（案） 

坂祝町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和３８年条例

第１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第２条、第４条関係) 別表(第２条、第４条関係) 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

【別記1】 

改正後 

区分 議員報酬 費用弁償 

町外 

議長 ２８０，０００円町長等に支給する旅費の例によ

る。 副議長 ２１０，０００円

常任委員長 ２００，０００円

議会運営委員長 ２００，０００円

議員 １９０，０００円

改正前 

区分 議員報酬 費用弁償 

町外 

議長 ２８０，０００円町長等に支給する旅費の例によ

る。 副議長 ２１０，０００円

常任委員長 ２００，０００円

議員 １９０，０００円

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第２号 

   機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、機構改革

に伴う関係条例の整備に関する条例を制定するものとする。 

  令和８年３月２日 提出 

坂祝町長 伊 藤 敬 宏 

   提 案 理 由 

組織の機構改革に伴い、各条例に規定されている課名を変更するものです。 
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機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例（案） 

（坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例の一部改

正）

第１条 坂祝町特定用途制限地域における建築物等の用途の制限に関する条例(平成

２０年条例第４２号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(建築審議会) (建築審議会) 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２～１２ （略） ２～１２ （略） 

１３ 建築審議会の庶務は、水道建設課

において行う。 

１３ 建築審議会の庶務は、産業建設課

において行う。 

（坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第２条 坂祝町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和５０年条例第

１２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(組織) (組織) 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 法第１４条の規定に基づき、水道事

業の事務を処理させるため、水道建設

課を置く。 

２ 法第１４条の規定に基づき、水道事

業の事務を処理させるため、水道環境

課を置く。 

（坂祝町上下水道事業経営審議会設置条例の一部改正） 

第３条 坂祝町上下水道事業経営審議会設置条例(令和５年条例第１３号)の一部を

次のように改正する。  

改正後 改正前 

(庶務) (庶務) 

第１０条 審議会の庶務は、水道建設

課において処理する。 

第１０条 審議会の庶務は、水道環境

課において処理する。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第３号 

   坂祝町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町消

防団員等公務災害補償条例の一部を改正するものとする。 

  令和８年３月２日 提出 

坂祝町長 伊 藤 敬 宏 

   提 案 理 由 

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第７２号）

により、一般職の職員の給与に関する法律（昭和２５年法律第９５号）別表第４イ公

安職俸給表（一）及び第１１条第３項の扶養手当支給額の改定に伴い、非常勤消防団

員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３３５号）で定める非常

勤消防団員等及び扶養に係る補償基礎額の加算額に係る補償基礎額について、所要の

改正を行うものです。
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坂祝町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町消防団員等公務災害補償条例（昭和４５年条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正後 改正前 

(補償基礎額) (補償基礎額) 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２ 前項の補償基礎額は、次に定める

ところによる。 

２ 前項の補償基礎額は、次に定める

ところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力

者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者(以下「消防作業従事者等」

という。)が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応

急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となった場合には、

１０，０００円とする。ただし、そ

の額が、その者の通常得ている収入

の日額に比して公正を欠くと認めら

れるときは、１５，０００円を超え

ない範囲内においてこれを増額した

額とすることができる。 

(2) 消防作業従事者、救急業務協力

者若しくは水防従事者又は応急措置

従事者(以下「消防作業従事者等」

という。)が消防作業等に従事し、

若しくは救急業務に協力し、又は応

急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる負

傷若しくは疾病により死亡し、若し

くは障害の状態となった場合には、

９，７００円とする。ただし、その

額が、その者の通常得ている収入の

日額に比して公正を欠くと認められ

るときは、１４，５００円を超えな

い範囲内においてこれを増額した額

とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者

で、非常勤消防団員若しくは非常勤水

防団員又は消防作業従事者等(以下

「非常勤消防団員等」という。)の事

故発生日において、他に生計のみちが

なく主として非常勤消防団員等の扶養

を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等につい

ては、前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人

３ 次の各号のいずれかに該当する者

で、非常勤消防団員若しくは非常勤水

防団員又は消防作業従事者等(以下

「非常勤消防団員等」という。)の事

故発生日において、他に生計のみちが

なく主として非常勤消防団員等の扶養

を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等につい

ては、前項の規定による金額に、第１

号に該当する扶養親族については１人
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につき４３３円を、第２号から第５号

までのいずれかに該当する扶養親族に

ついては１人につき２１７円を、それ

ぞれ加算して得た額をもって補償基礎

額とする。 

につき１００円を、第２号に該当する

扶養親族については１人につき３８３

円を、第３号から第６号までのいずれ

かに該当する扶養親族については１人

につき２１７円を、それぞれ加算して

得た額をもって補償基礎額とする。 

 (1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、

事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。) 

(1) （略） (2) （略） 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

(4) （略） (5) （略） 

(5) （略） (6) （略） 

４ （略） ４ （略） 

別表(第５条関係) 別表(第５条関係) 

補償基礎額表 補償基礎額表 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

備考 備考 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾

病が発生したことにより特に上位

の階級に任命された非常勤消防団

員又は非常勤水防団員の階級は、

当該事故又は疾病が発生した日の

前日においてその者が属していた

階級による。 

１ 事故発生日に、当該事故又は疾

病が発生したことにより特に上位

の階級に任命された非常勤消防団

員又は非常勤水防団員の階級は、

当該事故又は疾病が発生した日の

前日においてその者が属していた

階級による。 

２ １の階級における勤務年数を算

定する場合においては、当該階級

に任命された日以後の期間と当該

階級に任命された日前における当

該階級と同一の階級又は当該階級

より上位の階級に属していた期間

とを合算するものとする。 

２ １の階級における勤務年数を算

定する場合においては、当該階級

に任命された日以後の期間と当該

階級に任命された日前における当

該階級と同一の階級又は当該階級

より上位の階級に属していた期間

とを合算するものとする。 

【別記1】 

改正後 

階級 勤務年数 
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１０年未満 １０年以上２０年未

満 

２０年以上 

団長及び副団長 １３，３４０円 １４，１７０円 １５，０００円

分団長及び副分団

長 

１１，６７０円 １２，５００円 １３，３４０円

班長及び団員 １０，０００円 １０，８４０円 １１，６７０円

改正前 

階級 勤務年数 

１０年未満 １０年以上２０年未

満 

２０年以上 

団長及び副団長 １２，９００円 １３，７００円 １４，５００円

分団長及び副分団

長 

１１，３００円 １２，１００円 １２，９００円

班長及び団員 ９，７００円 １０，５００円 １１，３００円

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の坂祝町消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び

第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた

坂祝町消防団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下「損

害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係

る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号イに規定する障害補

償年金及び同条第６号イに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」とい

う。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年

金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補

償年金等については、なお従前の例による。 
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議案第４号 

坂祝町印鑑条例の一部を改正する条例について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町印鑑

条例の一部を改正するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏

   提 案 理 由

住民基本台帳法に基づき発行された住民基本台帳カードのすべての有効期限が令

和７年１２月３１日をもって満了したため、当該カードに関する規定を削るため改正

するものです。
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   坂祝町印鑑条例の一部を改正する条例（案） 

坂祝町印鑑条例(昭和５０年条例第６号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(登録) (登録) 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 町長は、登録申請者が自ら申請し

た場合において、次に掲げる方法のう

ちいずれかの方法によって、第１項の

規定による確認をすることができると

認めるときは、前項の規定による確認

の方法を省略することができる。 

３ 町長は、登録申請者が自ら申請し

た場合において、次に掲げる方法のう

ちいずれかの方法によって、第１項の

規定による確認をすることができると

認めるときは、前項の規定による確認

の方法を省略することができる。 

(1) 個人番号カード、運転免許証、

旅券その他官公署が発行した免許

証、許可証又は資格証明書(本人の

顔写真が表示されたものに限る。)

の提示 

(1) 住民基本台帳カード又は個人番

号カード、運転免許証、旅券その他

官公署が発行した免許証、許可証又

は資格証明書(本人の顔写真が表示

されたものに限る。)の提示 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

４ （略） ４ （略） 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第５号

   坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金徴収条例の一部を改正する条例につ

いて

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項の規定により、坂祝町農業

集落排水処理区域流入分担金徴収条例の一部を改正するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                       坂祝町長 伊 藤 敬 宏

   提 案 理 由

 下水道事業の経営改善を目的として深萱地区及び西部地区の農業集落排水事業を

下水道の排水地区として位置付ける美濃加茂都市計画下水道の変更をしたことによ

り、本条例を改正するものです。
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坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金徴収条例の一部を改正する条例

（案） 

坂祝町農業集落排水処理区域流入分担金徴収条例の一部を改正する条例(平成５

年条例第１６号) の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(分担金の種類及び額) (分担金の種類及び額) 

第４条 分担金の種類及び額は、次の

表に掲げるとおりとする。 

第４条 分担金の種類及び額は、次の

表に掲げるとおりとする。 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

【別記1】 

改正後 

農業集落排水処理区域 分担金の種類 分担金の額 

黒岩／一色 加入分担金 １世帯又は１単位当たり ４３０，０００円 

(単位については、日本産業規格「建築物の

用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算

定基準(JISA3302)」に上下水道事業管理規

程(以下「規程」という。)で定める事業所等

の処理対象人員の流入率を乗じ、１０人ま

でを１単位とし、１１人目からは１０人ま

でを増すごとに１単位を加えるものとす

る。) 

工事分担金 幹線排水管の延長が２５メートルを超えると

き 

総工事費×((幹線排水管の延長－２５)／幹

線排水管の延長)メートル(１０円未満の端

数が生じたときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。) 

改正前 

農業集落排水処理区域 分担金の種類 分担金の額 
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西部／黒岩／一色／深

萱第２ 

加入分担金 １世帯又は１単位当たり ４３０，０００円 

(単位については、日本産業規格「建築物の

用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算

定基準(JISA3302)」に上下水道事業管理規

程(以下「規程」という。)で定める事業所等

の処理対象人員の流入率を乗じ、１０人ま

でを１単位とし、１１人目からは１０人ま

でを増すごとに１単位を加えるものとす

る。) 

工事分担金 幹線排水管の延長が２５メートルを超えると

き 

総工事費×((幹線排水管の延長－２５)／幹

線排水管の延長)メートル(１０円未満の端

数が生じたときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。) 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

21



議案第６号

   令和７年度坂祝町一般会計補正予算（第７号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度坂祝町一般会計補正予算（第７号）を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                       坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第７号

   令和７年度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度坂祝町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                       坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第８号

   令和７年度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第５号）について

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定により、令和７年

度坂祝町介護保険特別会計補正予算（第５号）を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出 

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏 
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議案第９号

   令和７年度坂祝町水道事業会計補正予算（第４号）について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和

７年度坂祝町水道事業会計補正予算（第４号）を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出 

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏 
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議案第１０号

令和８年度坂祝町一般会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度坂祝町一般会計予算を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第１１号

令和８年度坂祝町国民健康保険特別会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度坂祝町国民健康保険特別会計予算を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第１２号

令和８年度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度坂祝町後期高齢者医療特別会計予算を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第１３号

令和８年度坂祝町介護保険特別会計予算について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定により、令和８年

度坂祝町介護保険特別会計予算を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第１４号

令和８年度坂祝町水道事業会計予算について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和

８年度坂祝町水道事業会計予算を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏

30



議案第１５号

令和８年度坂祝町下水道事業会計予算について

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項の規定により、令和

８年度坂祝町下水道事業会計予算を提出するものとする。

  令和８年３月２日 提出

                        坂祝町長 伊 藤 敬 宏
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議案第１６号

   工事請負変更契約の締結について

 下記のとおり工事請負変更契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第５号及び坂祝町議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例（昭和３９年坂祝町条例第３号）第２条の規定により議

会の議決を求める。

   令和８年３月２日 提出

                       坂祝町長 伊 藤 敬 宏

記

１．契約の目的   河改第６－３号

          西谷川流域調整池設置工事

２．工   期   令和７年３月１７日から

          令和８年３月２７日まで

３．契 約 金 額   当初     １４２，４５０，０００円

          第１回変更  １３９，００５，９００円

          増減額      ３，４４４，１００円減

４．契約の相手方  株式会社栗山組

           加茂郡坂祝町酒倉２００８番地
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議案第１７号

坂祝町と美濃加茂市との間の学校腎臓検診事務の委託について

別紙のとおり規約を定め、美濃加茂市に学校腎臓検診事務を委託することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４第３項において準用する同

法第２５２条の２の２第３項の規定により、議会の議決を求める。

令和８年３月２日 提出

坂祝町長 伊 藤 敬 宏  
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美濃加茂市と坂祝町との間の学校腎臓検診の事務の委託に関する規約（案） 

（委託事務の範囲） 

第１条 坂祝町は、町立小中学校児童生徒の学校腎臓検診に関する事務（以下「委託

事務」という。）の管理及び執行を美濃加茂市に委託する。 

（経費の負担） 

第２条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、坂祝町が負担する。 

２ 前項に規定する経費の負担額は、美濃加茂市と委託事務の管理及び執行を美濃加

茂市に委託する坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町及び東白川村

（以下「関係町村」という。）による均等割額及び児童生徒数割額とする。この場合

において、当該均等割額及び児童生徒数割額は、美濃加茂市長と関係町村の長が協

議して定める。 

３ 第１項に規定する経費の交付の時期は、美濃加茂市長と坂祝町長が協議して定め

る。この場合において、美濃加茂市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積

に関する書類を坂祝町長に送付しなければならない。 

（予算の執行） 

第３条 美濃加茂市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行に係る収入及び支出

については、美濃加茂市歳入歳出予算において分別して計上するものとする。 

（決算の通知） 

第４条 美濃加茂市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３３条第６項

の規定により決算の要領を公表したときは、当該決算のうち委託事務に関する部分

を坂祝町長に通知するものとする。 

（連絡会議） 

第５条 美濃加茂市長は、坂祝町長と委託事務に関する予算、決算、管理及び執行に

ついての定期の連絡会議を、年１回開催するものとする。ただし、坂祝町長からの

申出があるときその他必要があると認めたときは、臨時に連絡会議を開くことがで

きる。 

（条例等の制定改廃の通知等） 

第６条 美濃加茂市長は、委託事務の管理及び執行に関し適用される美濃加茂市の条

例、規則その他規程（以下「条例等」という。）を制定し、又は改廃しようとする場

合においては、あらかじめ坂祝町長に通知しなければならない。 

２ 美濃加茂市長は、前項の規定により条例等を制定し、又は改廃した場合において

は、直ちに坂祝町長に通知しなければならない。 

３ 坂祝町長は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表し

なければならない。 

（委託事務の廃止） 

第７条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合は、原則として３月３１日を廃止の

日とする。この場合において、坂祝町長は、当該年度の９月３０日までに、書面に
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より美濃加茂市長にその旨を申し出なければならない。 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、

美濃加茂市長と坂祝町長が協議して定める。 

附 則 

 この規約は、令和８年４月１日から施行する。 
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同意第１号 

坂祝町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

 下記の者を、坂祝町監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律６７

号 ）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

   令和８年３月２日 提出 

                                      坂祝町長 伊 藤 敬 宏 

記 

   住  所  加茂郡坂祝町深萱７４７番地２ 

      氏  名  渡邉
わたなべ

 章
あきら

      生年月日    昭和２８年６月２７日 

   任  期  令和８年５月１８日から令和１２年５月１７日まで 
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同意第２号 

   人権擁護委員の推薦につき同意を求めることについて 

 下記の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４年法律

第１３９号）第６条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  令和８年３月２日 提出 

                        坂祝町長  伊 藤 敬 宏 

記 

   住  所  加茂郡坂祝町深萱８５５番地１ 

   氏  名  
たか

橋
はし

 俊道
としみち

   生年月日  昭和３６年２月１４日 

   任  期  令和８年７月１日から令和１１年６月３０日まで 
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